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1.5 照射ベビーフード事件における一審、二審判決の概要

１．一審判決

【判例ＩＤ】 ２７６６２７８６

【要旨】 １．食品衛生法七条二項による食品製造等に係る行政的規制に

際しては、食品に起因する事故を防止するという目的の達成

のため絶対的安全性が要求され、安全性に対し些かでも疑問

のある食品は規制する、いわば「疑わしきは規制する」との

原則が妥当するものと解すべきであり、これに違反する行為

は、その実害の有無を問うまでもなく処罰の対象となる。

２．殺菌目的で食品に放射線を照射した行為につき、食品衛生

法７条二項違反の罪の成立が認められた事例。

３．食品製造会社の役職員らが、殺菌の目的で粉末食品に放射

線を照射した行為につき、食品衛生法７条２項、食品、添加

物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示３７０号）第一Ｂ１

違反罪の成立が認められた事例。

【裁判年月日等】 昭和５９年 ６月 ６日／名古屋地方裁判所豊橋支部／判決／

昭和５３年（わ）第２８９号／昭和５３年（わ）第２７１号

【著名事件名】 ベビーフード放射線照射事件第一審判決

【事件名】 食品衛生法違反被告事件

【裁判結果】 有罪

【上訴等】 一部確定、一部控訴

【審級関係】 控訴審 昭和６０年１０月２２日／名古屋高等裁判所／刑

事第２部／判決／昭和５９年（う）第２７２号 判例ＩＤ：２

７８０３８６２

【参照法令】 食品衛生法７条／３０条／３０条の２／３３条

【出典】 高等裁判所刑事判例集３８巻２号１８６頁

判例タイムズ５３４号２６７頁

■27662786

主文

被告人ｄ、同ｉを各懲役八月に処する。

被告会社c株式会社、被告人ｐ、同ｅ、同ｆを各罰金一〇万円に、それぞれ処する。
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右被告人ｐ、同ｅ、同ｆが右各罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇

円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右各懲役刑の執行を猶予する。

理由

（本件犯行に至る経緯）

被告会社c株式会社（以下被告会社という。）は、愛知県豊橋市に本社工場及び

ｋ工場を置き、味噌、醤油等の天然調味料、野菜、肉等の粉末食品の製造、加工及

び販売を業としていたもの、被告人ｄは、昭和三〇年一月一〇日から同五三年一〇

月七日まで右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括掌理していた

もの、同ｉは、昭和五〇年六月二三日から同五二年二月二〇日まで右被告会社の技

術部長として製品の細菌検査、殺菌方法の検討及び決定等製品の品質管理並びに新

製品の開発等の業務を総括指揮していたもの、同ｐは、昭和五〇年六月三〇日から

同五二年二月二〇日まで右被告会社の生産部長兼ｋ工場長として前記ｋ工場等に

おける製品の製造、加工、出荷等同会社の生産業務全般を総括指揮し、同月二一日

から同五三年一〇月六日まで同会社の技術部長として前記ｉと同様の業務に従事

していたもの、同ｅは、昭和四八年九月一八日から群馬県高崎市に本店及び工場を

置き、放射線を利用する産業に対して行うその放射線事業、放射線照射による医療

用具の滅菌事業などを目的として営業していたｊ株式会社（以下ｊという）の専務

取締役として同会社の業務全般を統括指揮していたもの、同ｆは、同年四月一日か

ら同会社の営業課長、同五三年四月一日から営業部照射課長として放射線照射に関

する受注等営業部門を担当していたもの、である。

被告会社では、昭和四八年一〇月ころから素材の新鮮な色や風味を残した野菜ジ

ュースパウダーの開発を進め、素材の色や風味を損う従来の高温煮沸殺菌法に代え

て摂氏六〇度程度の温度で約一五分ないし二〇分殺菌する加温殺菌法を試みてい

たが右殺菌法では一般細菌の滅菌効果が思わしくなく前記ジュースパウダーの納

入先である食品製造業者ｏ株式会社の一般細菌数一グラムにつき一〇〇〇個以下

という納入規格に合致しないところから、被告人ｄの命により当時技術部長付であ

つた被告人ｉが製造の最終工程における有効適切な殺菌方法の研究に務めていた。

そのころ、被告人ｉは、書籍『食品殺菌工学』中の「コバルト60のガンマ線照射

殺菌法が食品についても非常に効果的である」旨の記述に接し、これにつき被告人

ｄに報告し、その慫慂の下に右照射殺菌法の検討を進め、同四九年四月二三日かね

てから知己の当時ｒ研究所食品照射開発試験室長のｓを訪ね、食品に対する放射線
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照射は現在ジャガイモの発芽防止にのみ許可されていることなどの説明を受けた

が、持参した被告会社製のホウレン草、キャベツ、ポークエキスの各粉末一キログ

ラム宛のサンプルについて0.5、1.0、1.5、2.0メガラドの四段階の線量でテスト照

射を依頼した。

次いで、被告人ｉは、同月末ころ右ｓから被告会社に送付されて来たテスト照射

済みサンプルの細菌検査などを行つたうえ、「放射線照射による殺菌効果が非常に

高いので右殺菌法の採用を検討すべきである」旨の報告書をまとめて被告人ｄに提

出し、これを受けて同被告人は納入規格の厳しいものについては右照射殺菌法を採

用することに決し、具体的実施方法等については被告人ｉに一任した。

そこで、被告人ｉは、同年六月一七日再度ｒ研究所に前記ｓを訪ね、同人から営

業ベースの大量照射施設として前記ｊを紹介され、直ちに同会社に赴き、予め右ｓ

から電話連絡を受けていた同社営業（照射）課長被告人ｆ及び専務取締役被告人ｅ

と面会し、同被告人らに対し「ｄで製造している野菜パウダーに菌が多くて困つて

いるが、ｑでテスト照射してもらつた結果効果があることが判つたので、ｊで野菜

パウダーに放射線照射をして殺菌してもらいたい」旨申入れた。

これに対し、ｊの被告人ｅ及び同ｆらは、いずれも食品に対する放射線照射は、

ジャガイモの発芽防止目的でのみ許されていることを承知していたが、食品の放射

線照射に関する権威者である前記ｓからの紹介によるものであること、ｒ研究所で

既にテスト照射済みであると聞いていたこと、玉ネギに対する照射が近々許可にな

るとの情報があつたので乾燥野菜についても近く許可になるものと考えていたこ

と、将来の営業政策上も食品に対する照射は有望な分野であると考えられたことな

どから、安全性の問題について深く考慮せず、前記ｉの申入れを承諾し、ｊとして

被告会社との間で、食品である野菜パウダー等につき本件照射を引受けることとし

た。

（罪となるべき事実）

被告会社は味噌、醤油等の天然調味料、野菜・肉等の粉末食品の製造、加工及び

販売を業としていたもの、被告人ｄは昭和三〇年一月から同五三年一〇月まで右被

告会社の代表取締役であつたもの、同ｉは同五〇年六月から同五二年二月まで右被

告会社の技術部長であつたもの、同ｐは同五〇年六月から同五二年二月までは右被

告会社の生産部長兼ｋ工場長、その後同五三年一〇月まで技術部長であつたもの、

同ｅは同四八年九月から放射線事業等を営んでいたｊの専務取締役であつたもの、

同ｆは同四八年四月から同五三年三月まで同会社の営業課長、その後営業部照射課

長であつたものであるが、
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被告人ｄ、同ｉ、同ｐ、同ｅ、同ｆら五名は、法定の除外事由がないのに、同ｄ、

同ｉ、同ｐにおいては被告会社の業務に関し、同ｅ、同ｆにおいては前記ｊの業務

に関し、被告会社で製造中の食品に対し、殺菌を目的として放射線を照射すること

を共謀のうえ、被告人ｉにおいては別紙犯罪事実一覧表（一）記載のとおり、昭和

五一年一月一九日ころから翌五二年二月九日ころまでの間、前後一六回にわたり、

同ｄ、同ｐ、同ｅ、同ｆにおいては同一覧表（一）、（二）記載のとおり、同五一

年一月一九日ころから同五三年五月一六日ころまでの間、前後二四回にわたり、前

記被告会社ｋ工場において販売の用に供するため噴霧乾燥及び混合工程まで製造

した同一覧表製品名欄記載の卵顆粒ほか七品目の製品を同工場出荷係従業員らを

して同工場から群馬県高崎市大八木町所在前記ｊに輸送させ、被告人ｉにおいては

同一覧表（一）記載のとおり同五一年一月二〇日ころから翌五二年二月一五日ころ

までの間、前後一六回にわたり、右製品合計1万6597.6キログラムに対し、同ｄ、

同ｐ、同ｅ、同ｆにおいては同一覧表（一）、（二）記載のとおり同五一年一月二

〇日ころから同五三年五月一八日ころまでの間、前後二四回にわたり、右製品合計

2万6380.4キログラムに対し、前記ｊ内放射線照射施設において、同一覧表記載の

ｔほか四名の照射担当者をして、それぞれ、いずれも、コバルト60線源による吸収

線量五〇〇キロラドのガンマー線を照射させ、もつて、法定の基準に合致しない方

法で販売の用に供する食品を製造したものである。

（証拠の標目）〈省略〉

（法令の適用）

被告人ら五名の判示の所為は、それぞれ、いずれも包括して刑法六〇条、食品衛

生法三〇条の二第一項、七条一項、二項、昭和三四年一二月二八日厚生省告示第三

七〇号食品、添加物等の規格基準第1B1に該当し、被告会社の判示の所為は、包括

して刑法六〇条、食品衛生法三三条本文、三〇条の二第一項、七条一項、二項、前

記規格基準第1B1に該当するところ、被告人ｄ、同ｉについては所定刑中懲役刑を、

その余の被告人ら三名については所定刑中罰金刑をそれぞれ選択し、それぞれその

所定刑期、所定金額の範囲内で被告人ｄ、同ｉを各懲役八月に、その余の被告人ら

三名及び被告会社を各罰金一〇万円に処し、被告人ｐ、同ｅ、同ｆが右の各罰金を

完納することができないときは刑法一八条により金五〇〇〇円を一日に換算した

期間当該被告人を労役場に留置することとし、被告人ｄ、同ｉにつき情状により同

法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予

することとし、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項但書を適用して被告

人らに負担させないこととする。
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（弁護人らの主張に対する判断）

被告会社、被告人ｄ、同ｐら弁護人及び被告人ｅ、同ｆら弁護人は、いずれも、

国が食品衛生法（以下単に法という。）七条二項、昭和三四年一二月二八日厚生省

告示第三七〇号規格基準（以下食品、添加物等の規格基準という。）第1B1違反と

して法三〇条の二により刑罰を課するためには、当該行為により衛生上の危害が発

生していることが必要不可欠で、衛生上の危害が発生しないものについては、飲食

に起因する衛生上の危害の発生を防止するという法の立法趣旨からして法三〇条

の二、七条二項、規格基準等の構成要件に該当しないか、もしくは実質的違法性が

なく不可罰であるところ、吸収線量0.5メガ（五〇〇キロ）ラドのコバルト60のガ

ンマー線照射によつて被射体から誘導放射能が生じないことは理論的にも実質的

にも確認されているばかりか、一九八〇年秋開催のFAO（世界農業食糧機構）・IAEA

（国際原子力機関）・WHO（世界保健機構）の国連関係三機関の照射食品の健全性

に関する合同専門家委員会では「毒性試験、栄養、微生物の問題及び技術的観点か

ら総合的に判断した結果最大平均線量一〇キログレイ（一メガラド）の範囲では広

く食品全般に対しての放射線処理に特に問題はない」旨の総括報告がなされており、

本件起訴にかかる吸収線量0.5メガラドの照射によつて何らの衛生上の危害が発生

しないことは明らかで、本件照射行為は不可罰である旨、また、被告会社、被告人

ｄ、同ｐら弁護人、滅菌目的の食品に対する放射線照射が法七条二項、食品、添加

物等の規格基準に違反して可罰的であるとするためには、当該行為自体が法秩序に

反し社会的相当性を欠き公序良俗に反するものでなければならないところ、前記国

連関係三機関の合同専門家委員会が「一〇キログレイ（一メガラド）以下の線量に

よる照射は凡ゆる食品について健全である」旨宣言し、これに対し有意義な科学的

反証が存在しない以上法七条二項及び食品、添加物等の規格基準の照射禁止規定は

時代に逆行する無意味な規定で到底法秩序を維持するための必要的立法とは考え

られないから、中線量以下の放射線（ガンマー線）による滅菌のための照射行為は

何ら法益を侵害し社会秩序を害する違法な行為とはいえず不可罰である旨、それぞ

れ主張する。

そこで、法七条、三〇条の二等の立法趣旨について考えるに、食品、添加物等の

規格基準は、法七条一項に基づき定められているものであるが、法が、同条一項に

おいて厚生大臣に対し、公衆衛生の見地から、販売用の食品、添加物についての製

造等の基準又は成分規格を定める権限を与え、同条二項において右基準又は規格に

合わない食品、添加物の製造、販売等を禁止し、これが違反につき法三〇条の二で

刑罰を課する旨を定めたゆえんは、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、
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公衆衛生の向上及び増進に寄与する」（法一条）という法目的を達成し現実に食品

の安全性を確保し、食品に起因する事故を未然に防止するためには、通常直ちに人

の健康を損なうおそれが極めて高い食品、添加物の製造、販売等を禁止している法

四条の規定のみでは不十分であることに鑑み、法四条の二において健康に無害であ

ることの確証のない新食品の販売を禁じ、法六条において化学的合成品たる添加物

について厚生大臣が指定するもの以外の使用等を禁じていることに加えて、更に積

極的な行政目的達成のための見地から、食品、例えば科学的に安全性の確認がなさ

れていない放射線照射食品の取扱いや、化学的合成品たる添加物の使用方法等に関

して、厚生大臣が公衆衛生上必要と考えられる具体的な基準又は規格（成分規格、

使用基準等）を定めることができることとし、これらの遵守を食品関係営業者に義

務づけることによつて食品の衛生を確保しようとしたことにあるものと解すべき

である。

けだし、従来古くから天然自然に存在し食用に供されてきた食品においては、そ

の安全性が人類の永い経験と叡智により確認されているのに対し、放射線照射食品、

化学的合成物たる添加物等の新開発技術の所産たる食品においては、予期せざる人

体に対する毒性が存在する可能性があり、かかる毒性の存否の確認には累代の動物

実験など相当の日時をかけた慎重な検討を要するところから、完全な安全性の確認

に至るまでその使用等につき所要の規制を加える必要性があるからである。

そして、現代社会においては、食品が工場で大量生産され複雑な流通経路を経て

広範囲に販売され、他方末端の消費者においてはその安全性を確かめる方途を有し

ないこと、しかも、一旦大量生産、流通、消費される食品に起因する事故が発生す

るときは、その被害は広汎かつ深刻なものとなりがちである（このことは森永砒素

ミルク事件、カネミ油症事件などの経験に待つまでもなく明らかである。）こと等

から、食品の安全性の確保につき単に食品製造業者に私法上高度の注意義務を負わ

せるのみでは不十分であるとして、食品に起因する衛生上の危害の発生の防止のた

め前記のとおり行政庁が更に積極的に行政的規制等の権限を有することとしてい

る点に鑑み、右食品製造等にかかる行政的規制に際しては、前記の食品に起因する

事故を防止するという目的の達成のため、絶対的安全性が要求され、安全性に対し

些かでも疑問のある食品は規制する、いわば「疑わしきは規制する」との原則が妥

当するものと解すべきである。

そこで、前記食品の衛生を確保し飲食に起因する事故を未然に防止するという法

の目的からみて、厚生大臣が、法七条に基づき、食品を製造し、加工し、若しくは

保存する目的で食品に放射線を照射することを認めるに当つては、公衆衛生の見地
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から、放射線照射による食品に対する影響及びこれを摂取する人体に対する影響等

を十分に研究して、その安全性及び必要性を確認する必要があり（この点では前記

のとおりいわゆる「疑わしきは規制する」との原則が妥当する）、右の見地から現

段階においては、食品一般の製造、加工及び保存基準において食品に対する放射線

照射を一般的に禁止し、被照射食品ごとの各照射条件における安全性が必要かつ十

分な科学的データその他食品衛生に関する資料等で裏付けられたものに関し、食品

衛生調査会の答申を待つて個別的に当該食品について基準を定め、この基準に適合

する場合のみその使用を認めることとしているのである。

そのような訳で、現在においては、食品に対する放射線照射に関しては、安全性

が必要十分な資料により裏付けられた馬鈴薯に対する照射についてのみ一定の基

準を設けてその禁止を解除しているにとどまり、未だその安全性が必要十分な資料

により裏付けられていないその余の食品に対する照射は禁止されているところで

ある。

なるほど、鑑定人ｕの鑑定書、証人ｕに対する当裁判所の尋問調書、「照射食品

の健全性」（WHOレポート一九八〇年分）と題する書面、「食品照射に関する最近

の国際的動向」と題するパンフレット等によれば、弁護人所論のとおり、一九八〇

年秋のFAO、IAEA、WHOの国連関係三機関の照射食品の健全性に関する合同専門家委

員会では、「一〇キログレイ（一メガラド）以下の線量による照射は凡ゆる食品に

ついて健全である。」旨の報告書を採択していることが認められるが、他方前記証

人ｕに対する当裁判所の尋問調書第二四回公判調書中の証人ｖの供述部分、「照射

ジャガイモの安全度」と題するパンフレット等によれば、専門家の間でも、右一九

八〇年の合同専門家委員会の報告書について、照射による有害な影響は時間の経過

により消褪するので人間が実際に摂食する時点での毒性につき検討すべきである

とか、照射食品の承認はたとえ無条件承認の場合であつても新しい試験結果が出さ

れる毎に再評価されることになつておりその意味では絶対的、最終的なものではな

いとか、前回一九七六年の合同専門家委員会の報告書中で今後研究を要するとされ

た検討課題が切捨てられているとか、重要な実験データが未公刊のデータにより裏

付けられていて追試確認が困難であるとか、個々の食品目の防虫、発芋防止、微生

物の除去、細菌数の減少等照射食品目と照射目的とを設定してそれぞれ無条件許容

最大平均線量を検討しながら結論として突如前記のように「あらゆる食品について

最大平均線量一〇キログレイ（一メガラド）以内の範囲で照射を無条件で受け入れ

る」とした点で論理の飛躍があるとか、多くの疑問が提起されているばかりか、ｗ

の司法警察員に対する供述調書によれば、食品に対する放射線照射に関し開発試験
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を進めていたｒ研究所では昭和四九年以来流通性の高いウインナソーセージ、蒲鉾、

米、密柑等七品目を指定して各品目に対する照射目的、適正線量、照射方法、照射

条件等に関する研究を行なつていたがその対象品目として本件で問題となつてい

る乾燥野菜等は全く研究対象として取扱われていなかつたこと、また、近年の冷凍

食品等低温流通網（コールドチェーン）の普及により、我国においては食品に対す

る放射線照射の禁止を解除する必要性はむしろ減少していること、等が認められる。

してみれば、法七条、食品、添加物等の規格基準に違反するような食品又は添加

物の製造、加工、使用、販売、調理をなすことは、法四条に違反するものであるか

否かを問うまでもなく、もとよりそれが直ちに人の健康を損なうおそれがあるか否

か、ましてや実害の発生の有無を問うまでもなく、法七条違反として取締まりの対

象となるものと解すべきである。

また、将来はともかく、現段階、いわんや昭和五一年一月から同五三年三月の本

件起訴にかかる食品に対する照射がなされた時点では、法七条、それに基づく食品、

添加物等の規格基準第1B1における馬鈴薯以外の食品に対する照射の禁止の規定は、

国及びその子孫の生命と健康を守るためには必要かつ合理的、妥当なものであつて、

被告人らの本件照射行為は、法秩序に反し社会的相当性を欠き公序良俗に反するこ

とは明白である。

よつて、前記各弁護人らの主張はいずれも失当で採用の限りではない。

よつて主文のとおり判決する。

犯罪事実一覧表（一）、（二）〈省略〉
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２．二審判決

【判例ＩＤ】 ２７８０３８６２

【要旨】 １．殺菌のため吸収線量五キログレイの放射線を照射して乾燥

粉末野菜等を製造することが、食品衛生法七条二項にいう基

準に合わない方法による食品の製造に当り違法とされた事

例。

２．食品製造会社の役職員らが、殺菌の目的で粉末食品に放射

線を照射した行為につき、食品衛生法７条２項、食品、添加

物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示３７０号）第一Ｂ１

違反罪の成立が認められた事例。

【裁判年月日等】 昭和６０年１０月２２日／名古屋高等裁判所／刑事第２部／判

決／昭和５９年（う）第２７２号

【事件名】 食品衛生法違反被告事件

【裁判結果】 棄却

【上訴等】 確定

【審級関係】 第一審 昭和５９年 ６月 ６日／名古屋地方裁判所豊橋

支部／判決／昭和５３年（わ）第２８９号／昭和５３年（わ）

第２７１号 判例ＩＤ：２７６６２７８６

【参照法令】 食品衛生法７条／食品、添加物等の規格基準

【出典】 高等裁判所刑事判例集３８巻２号１７６頁

■27803862

名古屋高等裁判所

昭和５９年（う）第２７２号

昭和６０年１０月２２日

主文

本件各控訴をいずれも棄却する。

当審における訴訟費用中証人ａに支給した分は被告人ら全員の、同ｂに支給した分

は被告人ｃ株式会社、同ｄのそれぞれ連帯負担とする。

理由
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本件控訴の趣意は、被告人ｅ、同ｆにつき弁護人入澤洋一名義の控訴趣意書中各

当該被告人関係部分に、被告人ｃ株式会社、同ｄにつき弁護人長屋誠名義の控訴趣

意書及び控訴趣意補充書中各当該被告人関係部分に（但し、右各控訴趣意書につい

ては当審第一回公判期日における右各弁護人の釈明参照）、これに対する答弁は検

察官鈴木芳一名義の答弁書に、それぞれ記載されているとおりであるから、ここに

これらを引用する。

第一 被告人ｅ、同ｆ両名関係

（一） 弁護人の控訴趣意第一点（訴訟手続の法令違反の論旨）について

所論は要するに、原判決書がその（証拠の標目）の項に挙示したｇ、ｈ、被告人

ｅ、同ｆの検察官に対する各供述調書は、取調担当の司法警察職員が右の者らに対

し長期間拘禁することをほのめかせたり、認めれば軽い処分で済ませてやると申向

けたりして強制し、これを誘導して原判示事実に沿う供述をなさしめてこれを記載

した供述調書を作成し、取調担当検察官は、右司法警察職員に対する供述調書を基

礎にしてこれと同旨の内容の供述をなさしめ、特に被告人ｅ、同ｆの場合にあつて

は検察官の取調に際し、その前の段階で同被告人らを強制して取調をした警察官が

同行し、同被告人らを後方から監視していたのであるから、警察段階での強制状態

が引き継がれた状態で取調がなされたことは明らかで、いずれにしても右四名の検

察官に対する各供述調書は任意性を欠いていて証拠能力がなく、また仮に任意性は

あると認めるとしてもその証明力が極度に低いため同様証拠能力が否定さるべき

であるのにこれらを原判示事実認定の証拠とした原審の訴訟手続は法令に違反し

たもので、右訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである、とい

うのである。

所論にかんがみ、記録を調査して検討するに、証人ｈ、被告人ｅ、同ｆの原審公

判廷における各供述によれば、右の者らが原判示事実を被疑事実として警察で取調

を受けた初期の段階ではいずれも被照射物件は飼料と認識していたかのような弁

解をしたけれども、捜査官らは右弁解を容れて直ちに捜査を打ち切ることなく、そ

の供述の矛盾点を種々追及し、結局右ｇら四名はいずれも警察段階で、右被照射物

件が食品であることの認識を有していたことを認めるに至つたという本件捜査の

経緯事実は認めることができるけれども、前示飼料であつた旨の弁解はいずれも本

件事案の経過からして客観的状況と合致せず、合理性に乏しいものであると思料で

きるから取調担当警察官らが右四名の右弁解により直ちに捜査を打ち切ることな

くその矛盾点を種々追及するのもまことにやむを得ないところで、本件全記録に徴

するも、右警察段階における右自白が特段に強制、脅迫によるものであることは認
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められず、特に検察官において、右ｈ、被告人ｅ、同ｆに対しなんらかの不当な圧

力を加えたと認められるような証拠はなく、検察官に対する供述は全く任意になさ

れたものであることは明らかであり、また証人ｇの原審公判廷における供述記載を

仔細に検討してみても同人の所論検察官に対する供述調書の記載の任意性に疑を

挟ませるような事情は全く見出し得ない。従つて所論の前記四名の検察官に対する

各供述調書の記載の任意性に疑を挟む余地はないことに帰する。

また、前掲の各検察官に対する各供述調書の記載内容をつぶさに調べても所論の

ように、その証明力があまりにも低いとは認められない（この点に関しては、本理

由中後記第一の（二）の項の説示参照）。よつて、これらの検察官に対する各供述

調書を原判示事実認定の証拠とした原審の訴訟手続には所論のような法令違反が

あるとは認められない。論旨は理由がない。

（二） 弁護人入澤洋一の控訴趣意第二点（事実誤認の論旨）について

所論は要するに、被告人ｅ、同ｆが、本件被照射物件が食品であつたとの認識を

有していた事実に関しては合理的疑を挟む余地が多分にあつて、原判示事実は到底

認定するに由ないのに、右認識を有していた事実を認定のうえ被告人ｅ、同ｆの所

為を食品衛生法違反罪に間擬した原判決は事実を誤認したもので、右事実誤認が判

決に影響を及ぼすことが明らかである、というのである。

所論にかんがみ、記録を調査して検討するに、原判決挙示の証拠を総合すれば、

所論にもかかわらず本件被照射物件が食品であつたことに関し被告人ｅ、同ｆが十

分な認識を有していた事実は優に認定することができる。

すなわち原判示罪となるべき事実は所論の認識の点をも含め被告人ｅ、同ｆが捜

査段階の途中から本件公訴の提起に至るまで一貫して自白していたところであつ

て、右自白は原判決挙示のその他の関係各証拠ともよく合致、符合して、全く不自

然、不合理の点がない。原判決挙示の各証拠を総合すれば、被告人ｅ、同ｆは、昭

和四九年六月ころ原審相被告人ｉの訪問を受け、その際同人から、ｊ株式会社にお

いて放射線照射による殺菌を依頼され、被照射体は乾燥野菜であることを打ち明け

られ、乾燥野菜は食品であることは勿論認識したが、食品に対する放射線の照射は

食品衛生法により禁止されているので、これを表向き飼料として取り扱おうと相談

した事実及び、その後昭和五一年一月ころ被告人ｅ、同ｆは被告人ｃ株式会社ｋ工

場を挨拶のため訪問し、前記ｉから放射線照射による殺菌を依頼された相手が被告

人ｃ株式会社であつてその業務内容は食品の製造であることを実見、確認してきた

事実が明らかに認められるのであつて、前記証拠中原審相被告人ｉが、ｊ株式会社

側の業務担当者に紹介されることを望んでｌ協会のｍらを訪ねた際自分のことを
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養魚の業務に従事している旨申し述べたことがある（もつとも証人ｍの原審公判廷

供述に徴すると右事実自体がしかく確実なものであるかどうかも疑問である。）と

か、本件被照射食品の取引が被告人ｃ株式会社とは法形式上のみは別の株式会社ｎ

名義でなされたことも多いとか、被告人ｃ株式会社の側で一方的に被照射物件の表

向の品名をポリ袋に変更したとかいうやや所論に添うと思われる事情も認められ

ないではないが、これらやや所論に添うと思われる諸事情を逐一検討してみても、

結局原判示事実、特に被告人ｅ、同ｆの本件被照射物件が食品であることを認識し

ていたという前記認定事実に対し合理的疑を挟ませるような意味を有するもので

あるとは到底解せられない。被告人ｅ、同ｆの、本件被照射物件を飼料と思つてい

た旨の原審公判廷における各供述記載は前記認定事実に比較して、単なる弁疏と認

めざるを得ない。従つて原判決には所論のような事実誤認は認められない。論旨は

理由がない。

第二 被告人四名関係

弁護人の控訴趣意第三点（可罰的違法性の主張に関する事実誤認の論旨）及び弁

護人の控訴趣意中本件所為の食品衛生法三〇条の二、七条該当性を争い、その実質

的違法性の欠如、ひいて原判決の食品衛生法の右条項の解釈の誤、食品に対する放

射線照射の安全性に関する事実誤認を主張する論旨について

右各所論を総合要約すると要するに、一〇キログレイ以下の総平均線量による放

射線の照射は、いかなる食品に対してしても全く安全であつて、このことはＩＡＥ

Ａ・ＦＡＯ・ＷＨＯの一九八〇年合同専門家会議の報告によつて確認されており、

右基準以下でした本件被照射物件に対するガンマー線照射殺菌は、安全性の面でな

んらの問題もないから、被告人らの所為は可罰的違法性ないし実質的違法性を欠き、

従つてこれを処罰すべきものではなく、また被告人らの所為は食品衛生法三〇条の

二、七条二項に該当しないのに原判決が本件事実認定の前提である右照射の安全性

についての判断を誤り、ひいて被告人らの所為が前記各法条に該当するとしたのは

この点に関する事実を誤認し法令解釈を誤つたものであつて右事実誤認及び法令

の解釈適用の誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかである、というのである。

所論にかんがみ、記録を調査し、当審における事実取調の結果をも参酌して検討

するに、所論一九八〇年合同専門家会議の報告が国連あるいはＷＨＯ等国連機関加

盟国を法的に拘束するものでないことはいうまでもないところ、前記報告等を総合

すると、一〇キログレイ以下の総平均照射量で食品を照射しても、毒物学的栄養学

的および微生物学的にも問題がない旨の報告がなされており、また一部の国におい

て、一定の厳格な条件の下に、一定の食品について放射線照射による殺菌を許して
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いることは認められるが、ひるがえつて我が国の現状によれば、前記報告の結果に

も一抹の疑問なしとせず、また世論の動向もあり結局のところ粉末野菜食品等原判

示食品に対する放射線照射の安全性は未だもつて確認されていない段階にあると

認めざるを得ない。しかも食品に対する放射線の照射の許容はその前提として各個

別食品の品目ごとに、照射線量の許容限度、再照射されていないことの確認、照射

の設備場所方法等の検査、確認、取締体制に対する十分な配慮がなされねばならな

いことは、いうまでもないところであるが、我が国の関係官庁において、食品に対

する放射線照射の許可に関し、未だ、右のような立法準備行為についての討議など

もなされていない現状であることは当審における事実取調の結果によつて認めら

れる。

右のように考察すれば、結局原判決がその（弁護人らの主張に対する判断）の項

中で所論に関し説示するところはすべて肯認することができ、被告人ｅ、同ｆの所

為には可罰的違法性がないとか被告人ｃ株式会社の業務に関してなした被告人ｄ

の所為には実質的違法性がなく右所為は食品衛生法三〇条の二、七条二項に該当し

ないとか、原判決は同条項の解釈を誤り、また食品に対する放射線照射の安全性に

関する事実を誤認したもので、右法令解釈の誤、事実誤認が判決に影響を及ぼすこ

とが明らかであるとかの所論は到底採用するに由ない。論旨は理由がない。

第三 被告人ｃ株式会社、被告人ｄ関係

（一） 弁護人の控訴趣意中期待可能性の不存在の論旨について

所論は要するに、被告人ｄは、被告人ｃ株式会社の得意先である株式会社ｏから

の食品中の生菌数に関する規格が余りに厳格なものになつてきたので、その要求に

応ずるため本件放射線照射による食品殺菌を実行するに至つたもので、右所為は一

私企業の代表者として他の方途のない已むを得ないものであつたから、被告人ｄに

対し右以外の行動に出ることは期待できず、従つて被告人ｄの行為を有責とするこ

とはできず、ひいて被告人ｃ株式会社を処罰することも許されないというのである。

所論にかんがみ、記録を調査して検討するに、取引先の要求する食品の衛生基準

が厳格となり、そのため自分が代表者をしている企業の保有している食品製造技術

によつては、右要求基準に合致する食品を製造することが採算上ほとんどてきなく

なつたからといつて、右取引先の要求に応ずるため原判示趣旨で制定された法の禁

止する食品殺菌手段をとつた被告人ｃ株式会社の代表者である被告人ｄの所為を

期待可能性を欠くものと評価することのできないことは多言を要しないところで

あるから所論は到底採用するに由ない。論旨は理由がない。

（二） 弁護人の控訴趣意中食品衛生法三〇条の二、七条二項が憲法三一条に違
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反すると主張する論旨について

所論は要するに、食品衛生法七条はその一項において厚生大臣に販売用食品につ

き一定の「基準」または「規格」を定める権限を与え、同二項において右「基準」

に合わない食品の販売を禁止し、同法三〇条の二により同法七条二項に違反する所

為を処罰することを規定しているが、右食品衛生法の規定は刑罰法規の構成要件の

内容を厚生大臣の定めるところに委ねるもので、罪刑法定主義の原則に反し、ひい

ては法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられることのない権利を保障し

た憲法三一条の規定に反する、というのである。

しかしながら法律で刑だけを規定し、その構成要件の具体的内容を政令以下の命

令等で定めることとしても、それが特定の事項に限定され、そうすることに合理的

理由があり、かつその内容が所定の命令によつて明確になつていれば右刑罰法令の

内容はなお法律によつて定められたものということを妨げられないから、原判示の

とおりの趣旨、理由で制定された所論食品衛生法の規定が罪刑法定主義、ひいて憲

法三一条に違反しているとする所論は採用するに由ない。論旨は理由がない。

よつて、本件各控訴は、いずれもその理由がないから、刑事訴訟法三九六条に則

り、これを棄却することとし、なお、当審における訴訟費用については、刑事訴訟

法一八一条一項本文、一八二条を適用し、証人ａに支給した分を被告人ら四名に、

同ｂに支給した分を被告人ｃ株式会社、同ｄにそれぞれ連帯して負担させることと

して、主文のとおり判決する。

刑事第２部

（出典：第一法規 法情報総合データベース）


